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1 総論

（1）はじめに

国民年金法が制定された昭和34年当時､厚生省年金局長であった小山進次郎氏の

著書には「本法の年金給付は、拠出制年金については国民の共同連帯思想に立脚した

社会保険方式をとり、被保険者の保険料と国庫負担を財源としておこなわれるもので

あり、また、無拠出制年金については全額国庫負担による年金給付がおこなわれるも

のであって、いやしくも偽りの申請等の不正の手段によって年金給付を受けるがごと

きは､本制度の基盤を崩すものであって許されるべきことではない。 （国解説P155)」

と記述されている。

一方で、昨今の情勢では、社会保険庁時代においては北海道聴覚|環害事案、 日本年

金機構設立以後においては所在不明高齢者事案を契機として､年金給付費を適正に支

給していなかった事案が相次いで発覚しており、このことは社会的問題としてマスメ

ディアからも大きく取り上げられている。

これらの不正受給事案に対処するために、年金法においては、不正利得の徴収とい

う行政措置(厚年法第40条の2，国年法第23条､特障法第22条第1項）と並んで、

不正受給者に対して、 さらに罰則（国年法第111条、特障法第35条）をもって臨む

という二重の処分によって給付の適正化を図っているが､不正受給者の調査及び不正

受給額の徴収に関する事務は､厚生労働大臣の権限の委任を受け日本年金機構が行う

事務となっている。

また、不正受給事案に対処するには、国及び機構側から告訴及び告発する手段があ

るものの、外部からの蜻報提供等を契機として事案が発覚することも多く、いつ、ど

のような場面で不正受給事案に遭遇するのかを事前に予測することはできない。

以上を踏まえ、本書は、年金事務所やブロック本部において不正受給事案を把握し

た場合を想定して、年金給付の適正化の観点から、不正受給者に対する調査の進め方

や捜査機関との対応方法等で知っておくべき知識を手引き書としてまとめたもので

ある。
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（2）不正受給疑い事案を把握した場合の対応の流れ

偽りその他不正の手段により給付を受けた（請求した）疑いがある事案（以下「不

II愛給疑い事案」 という｡）を把握した場合の対応の流れは次のとおりとなる。

↓

↓

上 上 上。■■ー一一ー一一一 ーー■■■ーー一一一 一一－一一ー一一 ー一一ー一一一一 ーーーーー＝ーー ーーーーーq■■ーq■■

1 1 1 1 1 1
１
１

１
１

１
１ 適正不正疑い１

１
１
０不正 １

１

L,..-....-.--...-......-.--.-.‘..-.-..-.1 L_.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.1 L-.-.-.‘_. ‘-..-.-.-.--.-.‘_._._. ... ‘-. ...1

捜査機関に対する相談

（捜査の端緒）端緒）

告訴、告発、被害届の提出

（捜査の端緒）

被害届の提出

)端緒）

司法処分の確定の確定

調査の完結

行政処分
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（3）所掌事務及び事務の流れ

機構の各部署において不正受給疑い事案を把握した場合には､各部署が相互に連携

したうえで、適切な手順を踏むことが求められる。各部署における所掌事務及び事務

の流れは次のとおりとなる。

①年金事務所

ア調査の実施

イブロック本部に対する調査に関する認可申請

ウブロック本部に対する調査拒否者に関する支給停止（取消）処分の依頼

エ捜査機関からの照会対応

オ捜査機関（所轄警察署）に対する相談及び告発

力捜査機関に対する年金事務所及び事務センターの所掌事務等に関する供述

キ本部及びブロック本部からの依頼に基づく対応

ク本部業務渉外部債権調査Gから依頼を受けた徴収金及び返納金債権の回収に

関する事務

ケ本部業務渉外部債権調査Gから依頼を受けた徴収金債権の滞納処分に関する

事務

．本部業務渉外部に対する徴収金及び返納金債権の管理状況の報告

②ブロック本部相談・給付支援部（業務支援部）

ア調査の総括

イ調査結果の検証

ウ地方厚生局に対する調査に関する認可申請

エ年金事務所に対する指導

オブロック本部に設置している顧問弁護士との調整

力本部に対する調査拒否者に関する支給停止（取消）処分の依頼

キ本部に対する協議及び意見照会

③本部給付企画部給付指導G

ア不正受給（疑い）事案の総括

イ不止受給の事実認定及び告発等に関する判断

ウ捜査機関からの照会対応

エ捜査機関に対する本部の所掌事務等に関する供述

オ不正受給者に関する徴収金及び返納金債権の確定

力本部業務渉外部債権調査Gに対する徴収金及び返納金債権発生の通知

キ年金局事業管理課給付事業室年金給付係に対する協議及び意見照会

④本部業務渉外部債権調査G

ア徴収金及び返納金債権の調査決定及び納入告知に関する事務
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イ徴収金及び返納金債権の管理及び取立てに関する事務

ウ督促状の指定期限までに完納とならなかった徴収金債務者に係る債権回収等

の依頼に関する事務

エ年金局事業管理課歳入金管理係に対する協議及び意見照会

オ年金事務所における徴収金及び返納金債椛の管理状況の把握

⑤年金局事業管理課給付事業室年金給付係

ア捜査機関に対する被害届の提出及び告訴

イ捜査機関に対する国の所掌事務等に関する供述

ウ本部給付企画部給付指導Gに対する指導及び監督

⑥年金局事業管理課歳入金管理係

ア歳入徴収官に関する事務

ア

イ 本部業務渉外部債権調査Gに対する指導及び監督
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不正受給疑い事案を把握した場合の事務の流れ

年金事務所 ブロック本部 本部

⑭
⑬
号癖

品質管理部

支払部･障害年金業

○諸変更処理

○支給停止･差止め処

○現況届等の引き抜

業務渉外部

○債権発生通知の受領

○調査決定・納入告知

｡督促に関する事務

○納入告知書の発送

○督促状の発送

○債権の管理

○債権の取立て

○債権回収等依頼

…1 1 ．ゞ
、

、

I

法務･コンブライアンス部

給付企画部

○不正受給（疑い）

事案の総括

○不正受給の事実認定

○告発等に関する判断

○捜査機関からの照会

対応

○本部の所掌事務に

関する捜査機関へ

の供述

○債権の確定

○債権発生通知の作成

務部

理

き

事件報告

受姶者・被保険者

情報等紀録票

＜写＞

実地鯛査

実施伺

く写＞

実地調査

復命密

く写＞

実地調査書

＜写＞

聴取調書

＜写＞

事実確認番

＜写＞

納付誓約書

分割納付

計画書

債務承認雷

○相談

○捜査

○告発状等の受理

所轄警察署

地方厚生(支)局

○歳入徴収官に関する事務

(調査決定､納入告知等）

○被害届の提出及び告訴

○国の所掌事務に関する供述

歳入金管理係 給付事業室年金給付係

厚生労働省年金局事業管理課



2不正受給者の定義

（1）不正受給の定義

厚年法第40条の2及び国年法第23条並びに特障法第22条第1項に規定する「偽

りその他不TEの手段により給付を受けた者（以下「不正受給者」 という｡)」の対象と

なる者は、当該年金給付の受給権者が積極的に不正を行った場合はもちろん、消極的

に事実を歪曲し、又は隠すことによって不正を行い、年金の給付を受けた場合をいう

ものであって、その具体例を示すと概ね下記のとおりである。 （昭和35年5月23日

年福発第181号、昭和37年9月20日庁文発第2738号）

①他人の名義を盗用して年金請求を行ったことにより、年金の給付を受けた場合

②年金請求書に添付すべき戸籍、住民票等を偽造し、又は記載事項を改変した場合

③内縁関係に無かったにもかかわらず､あったものと申立て遺族年金の裁定を受け

た場合

④所得､身分関係及び生計維持関係の事実に関する市区町村長又は民生委員等の証

明書を偽造し、若しくはその内容を改変し、又は当該市区町村長又は民生委員等の

印章を偽造し、若しくは不正使用した場合

⑤年金額の支給停止、改定又は失権事由に該当することを知りつつ、所定の届出を

しないで年金を受けた場合

⑥医師に不実の申立をして障害認定診断書に不実の記載をなさしめた場合

⑦障害年金の初回請求時において､提出されたところの記載事項が完備された診断

書により、その障害の程度が障害等級表に定める等級に該当しないことが明らかで

あるため、障害年金を不支給決定した後、改めて異なる診断書の作成を受けて再提

出して、後者の診断書の記載内容上からは該当となるが、その記載内容が初回請求

時における記載内容と著しく異なる場合

⑧障害年金の初回請求時の診断書により、障害等級表に定める等級に該当と認定さ

れた場合であっても、数多くの投書、電話、近隣の風評又は診断書を作成した医師

の意見等により障害等級該当が疑われる情報がもたらされた場合、又は、年金事務

所及び市区町村役場等の官公署の担当職員の訪問面接によって､明らかに障害等級

不該当と認められる事実が把握された場合

（2）不正受給の事実認定

機構の各部署において、上記（1）に該当又は類似する事案を把握した場合でも、

受給権者その他の関係者（受給権者本人、受給権者の成年後見人及び不在者財産管理

人等の法定代理人、又は受給権者から委任を受けた代理人、若しくは受給権者の親族

等の事務管理人をいう。以下「受給権者等」 という｡）に対する不正の疑いは生じて

いるものの、未だ客観的資料による不正の事実が確認できていない段階では、当該者

を不正受給者として事実認定することはできない。

すなわち、不正受給の事実認定のためには、客観的な証拠資料又は事実が必要であ

り、具体的には、次のいずれかに該当する場合には、当該者を不正受給者として事実
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認定することができる。
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3不正受給疑い事案の把握（調査の端緒）

（1）調査の端緒

機構における通常業務の遂行過程、マスメデイアによる報道又は第三者（私人、法

人、公的機関、捜査機関等）からの情報提供を契機として、前記2 （1）に該当又は

類似する不正受給疑い事案を把握した場合には、調査の実施を検討する。

ただし、匿名者からの情報提供である場合には、端緒情報としての記録にとどめて

おき、別途、当該情報に関連する新たな情報等を取得した場合には、再度、調査の実

施を検討するものとする。

（2）捜査機関から捜査の協力を求められた場合（※1 ）

①捜査機関からの通報等への対応

年金事務所において特定の受給権者が不正受給している疑いを抱いておらず､又

は疑いは生じているものの､未だ客観的資料による不正受給の事実が確認できてい

ない段階で､別途不正受給の端緒情報を得て既に捜査を開始している捜査機関から

不正受給に関する通報を受け、被害届の提出や資料の提供（刑訴法第197条第2

項に基づく捜査関係事項照会）等を求められる場合がある。

しかし、実際に不正受給された額や、それが不正を行う故意に基づくものである

か否か等については､年金の支給状況や受給者本人からの届出の内容等を照らして

確認しなければ、明らかとならない場合も多いことから、捜査機関の内偵結果に基

づく通報のみによって､その内容を直ちに不正受給の内容とすることは原則として

適切ではない。

すなわち、このような場合、年金事務所等は原則として、その他の方法により不

正受給に関する情報を入手した場合と|司様、厚年法第40条の2及び国年法第23

条並びに特障法第22条第1項による不正受給額を徴収するために必要な事実確認

を行う、又は客観的な資料を得るために厚年法第96条第1項及び国年法第107条

第1項並びに特障法第28条第1項に基づく調査を行うなどにより、不正の事実に

ついて実態を把握することが必要である。

この場合、捜査機関に対しては、 「年金制度においては、厚年法第40条の2及

び国年法第23条並びに特障法第22条第1項により、偽りその他不正の手段によ

り給付を受けた者から、受給額に相当する金額の全部又は一部を徴収することがで

きることとなっており、年金事務所においては一義的には調査の実施機関としての

立場から法に基づく調査を実施し､不正受給の事実や不正受給額について確認する

必要があること。この確認ができたならば、被害届等を提出する場合には、厚生労

働省年金局事業管理課長の名義で提出すること｡」等を伝えたうえで、捜査機関か

らのr承が得られた場合には調査を開始する。

なお、被害届の提出や資料の提供を捜査機関より早急に求められた場合や、調査

に相当の時間を要することが予想される場合には、事案の内容や捜査の進捗状況、

受給権者の状況等に応じ､一定の時点で実際に利用・入手可能な資料の範囲で判断
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し、対応することも必要である。

年金事務所の行う調査等によっては必要な情報が得られず､捜査機関からの通報

にしか頼れない場合には､捜査機関が捜査上一定の結論を出すまで年金事務所の調

査を差し控えることとしてもやむを得ないものである。

また､厚年法第40条の2及び国年法第23条並びに特障法第22条第1項の適用

に当たっては､不正の事実や不正の認識について本人に確認することが通常である

が、捜査機関から、受給者本人に対して年金事務所が直接確認を行い、又は行おう

とすれば、当該受給者が逃亡し、又は証拠を隠滅するおそれがあるため、直接確認

することは控えてほしい旨の依頼があった場合には､確認を控えることもやむを得

ないものである。

いずれにしても､捜査機関と年金事務所との間で十分な情報交換や緊密な連絡を

行ったうえで適切に対応することが必要である。

②守秘義務と独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律との関係

特定の受給者の犯した犯罪（不正受給に関連する犯罪以外の犯罪を含む｡）に|對

連する事実について､捜査機関の要請を受けて年金事務所の有する情報を提供する

ことは､一義的に機構職員の守秘義務及び独立行政法人等の保有する個人情報の保

護に関する法律に抵触するものではないと解される。

③関係部署への報告及び照会

捜査機関からの通報に基づき、直ちに不正受給事件であると判断できる場合には、

速やかに「事件・事故・事務処理誤り対応要領（要領第20号)」に基づき、本部品

質管理部品質管理Gに対して「事件」の区分により報告する。

併せて、管轄のブロック本部に対して、事前に照会を行ったうえで、これまでの

関連資料等をメール(PDFファイル）にて送信する。

また、必要に応じて、今後の対応方法等について、本部給付企画部給付指導Gに

照会を行ったうえで、技術的助言を求める。

(※1 ）参考：平成18年3月30日社援保発0330001号厚生労働省社会・援護局保護課長通知

（3）報道機関等からの取材等への対応

不正受給事件に関する報道機関等からの取材については、 「報道機関等対応要領(要

領第35号)」に従うが、以下の点に留意する必要がある。

①不正受給者その他の関係者に関する個人情報等については回答しない。

②機榊が行う事務及び年金制度等の一般論については回答する。

③捜査機関との間で十分な情報交換や緊密な連絡を行った上で対応する。

特に、取材対応等への準備のために、事前に逮捕日時等の情報提供をしてもらえ

るように交渉しておく。
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4調査の実施

（1）調査（行政調査）の性質

機構が実施する調査とは、 「給付の権利を確定するための形式的要件（国年則等に

定める請求書及び添付書類等の要件）は具備しているが、給付の通i眼化のために、形

式的要件が真正に成立していることを確認するために､新たな情報等を収集する活動」

をいう。

ここでいう調査は、行政法学上の行政調査に分類されるが、行政調査に関する明文

の規定がない場合であっても、行政機関は、個別具体の事案を処理するために必要な

調査を行う義務がある。 （塩野I P261、宇賀I P144～145)

行政調査は、所定の行政目的達成（行政処分、事実認定、梼発のための判断材料の

収集等）のためにのみ認められるものであり、別の行政目的のために行政調査椛限を

利用することはできないし、犯罪捜査のために行政調査を行うことは許されない。

犯罪捜査の場合、一方において強力な捜査権が認められるとl司時に、他方において

人権侵害とならないように慎重な手続きが設けられている。手続的統制の弱い通常の

行政調査を用いて、実質的な犯罪捜査を行うことは、刑事訴訟法の趣旨を潜脱するも

のであり、許されない。適正な刑事手続は憲法の定めるところであり、犯罪捜査のた

めに行政調査を行うことができない旨の明文の規定がない場合であっても、 |司様に解

される。 （塩野I P262、宇賀I P155)

したがって、機構における調査の過程で、犯罪と思われる事実が把握された場合に

は、収集した情報等に基づき、捜査機関に対して犯罪事実を申告（告訴、告発、被害

届の提出）することを検討する必要がある。

機構が実施する調査は、強制力の有無、強制の態様の観点から次の①又は②に分類

される。

①間接強制調査

厚年法第100条の4第1項33号及び国年法第109条の4第1項29号並びに特

障法第32条の2第1項7号の規定に基づき、国（厚生労働省）から権限の委任（※

2）を受けている機術が、厚年法第96条第1項及び国年法第107条第1項並びに

特障法第28条第1項の規定に基づき、受給権者に対して実施する調査をいう。

地力厚生（支）局長からの認可を受けたうえで、機構の名と責任において調査権

限を行使し、受給権者に対して、書類その他の物件の提出を命じ、質問することが

できる。受給権者の成年後見人及び不在者財産管理人等の法定代理人、又は受給権

者から委任を受けた代理人、若しくは受給権者の親族等の事務管理人（※3）等の

その他の関係者も調査対象者に含めるものとする。

受給権者等が命令に従わず、又は質問に応じなかった場合には、厚年法第77条

第1項及び国年法第72条第1項並びに特障法第14条第1項の規定に基づき、年

金の支給を停止することができるため、便宜的に「間接強制調査（※4)」 と呼ん

でいる。

なお、国年法第109条の4第1項等において「国年法第107条第1項等に掲げ
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る権限は、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない｡」 と規定されているが、調査

の実施主体は機構（※5） となる。

②任意調査

受給権者等又は第三者（私人、法人、公的機関、捜査機関等）に対して、相手方

の任意の協力を待って実施する調査をいう。

地方厚生局からの認可を受けずに、ソフトな手段を行使して、間接強制調査の実

施を検討するために、又は実効性を付与するために実施する調査である。

任意調査のための根拠法令は不要（塩野I P259、宇賀I P145)であるが、年金法

には国年法第108条等の規定も設けられているので、 これらの規定に基づき、公

的機関等に対する任意調査を実施することも可能である。

なお、請求書及び添付書類（戸籍、住民票、課税証明書等）等の記載内容に|對す

る照会等については､施行規則等に定める形式的要件を補うことを目的としている

ものであり、 ここでいう任意調査には含めないものとする。

(※2）民法上の委任は、一方の当事者が他方の当事者に法律行為をすることを委託し、他方の

当事者がこれを承諾することにより成立する契約て．あり （民法第643条)、受任者は委任の

本旨に従い善良な管理者の注意をもって委任事務を処理する義務を負う （民法第644条)。

民法上の委任は､代理権の授与を伴うことが多い｡行政法上の委任は、これと大きく異なり、

委任により権限が委任機関から受任機関に移譲され、当該権限は受任機関のものとな'ﾉ 、委

任機関は当該権限を失うことになる。すな*,ち、行政法上の委任の場合には、代理権の付与

を伴わず、委任と代理は明確に区別される。 （宇賀III P40～41)

(※3）民法第697条～第702条（事務管理）の規定を参照のこと。

(※4）厳密に言うと、調査拒否に対して給付を拒否するしくゑを設けている調査の態様は「間

接強制調査」とは呼ばない。行政法学上は、調査拒否に対して罰則を設けて罰則の威嚇によ

り間接的に調査受託を強制する調査の態様を 「間接強制調査」 と呼ぶ（厚年法第100条第1

項、同第102条第1項5号)。 これに対して、実力を行使して相手方の抵抗を排し調査を行

うことが認められている調査の態様を「直接強制調査」 と呼ぶ（国税犯則取締法第2条、関

税法第121条等)。

(※5）上記（※2）の記載のとおり、行政法上の委任は、権限は受任機関のものとなり、委任

機関は当該権限を失うことになるので､委任機関である厚生労働省に調査の権限を残すため

に、 このように規定されている。 また、地方厚生（支）局に対しては、機構が行う調査に係

る認可の権限は委任されているが、調査の権限は委任されていない（厚年法第100条の9、

厚年則第108条、国年法109条の9，国年則第1 13条、特障法第32条の5，特障則第31条)。

ただし、 「機樹が天災その他の事由により調査の権限に係る事務の全部若しくは一部を行う

ことが困難若L<は不適当となったと認めるとき」は、あらかじめ公示した上で、厚生労働

省又は地方厚生（支）局が調査の権限の全部又は一部を自ら行う （厚年法第100条の4第3

項・4項、厚年則第108条、国年法109条の4第3項・4項、国年則第1 13条、特障法第32

条の2第3項・4項、特障則第31条)。

15



（2）認可申請等の事務

地方厚生局に対する間接強制調査に係る認可申請､他年金事務所等に対する調査の

依頼及びブロック本部に対する報告等の事務は､平成22年8月13日【給付指2010-150】

「受給権者･被保険者の年金受給資格に関する調査の実施要領」 （以下｢調査指示割

という｡）に基づき行うものとする。

（3）調査の事前準備

調査の事前準備の段|偕では、調査指示書に定める「受給者・被保険者情報等記録票

（様式第1号)｣､過去の年金相談受付票､請求書その他諸届等の資料を十分に精査し、

複数の職員を交えながらの合議に基づき、調査計画を策定する。

原則として、調査指示書に定める「実地調査書（様式第8号)」 （以下「調査書等」

という｡）に経過等を記録しながら調査を進めていく。

また、調査指示書に定める「聴取調書（様式第9号)」又は「事実確認書（様式第

10号)」 （以下「聴取調書等」 という｡）を受給権者等から録取することが想定される

場合には、あらかじめ地方厚生局からの認可を取得しておく。

（4）官公庁等の公的機関、金融機関等の法人及び民生委員等の第三者に対する調査

受給権者等に対して提出を命令する資料､及び質問する項目等を整理することが調

査の主な目的となる。この段階で、当該者が適正であると判断できる情報等を取得し

た場合には、調査を完結する。

また、調査の過程で「不正受給の積極的要件」が把握された場合には、後記（7）

に基づき、捜査機関に対する相談を検討する必要がある。

一方で、調査の過程で「不正受給の消極的要件」が把握された場合には、調査を完

結することを検討する必要がある。

なお、地方厚生局から間接強制調査に係る認可を取得している場合には、相手方の

求めに応じて、身分証明書、調査証及び認可通知書の写しを提示することにより、正

当な調査権限を保有していることを示したうえで調査を進めることができる。

①官公署等の公的機関に対する調査（別紙1）

客観的な証拠資料を得るために厚年法第100条の2及び国4I皇法第108条並びに

特障法第29条の規定に基づき、公文書による照会を行う。

公文書による照会が困難である場合には､事前に相手方から日時等に関する|司意

を取り付けたうえで、実地に赴き調査を実施する。協力いただける場合には、必要

な証言に関する聴取調書等も録取しておく。

なお、調査の過程で、受給権者その他の関係省が、生活保護、介謹保険又は労災

補償等の給付を不正受給している疑いがあることが判明している場合には､当該給

付を所管する官公署等に対して、共|司で調査を実施することを交渉しておく。
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②金融機関に対する調査（別紙2）

年金の振込金融機関に対して、国年法第108条の規定に基づき、公文書により

出入金記録等の交付を依頼する。

③民生委員等の第三者に対する調査

恥:前に、相手方から日時等に関する|司意を取り付けたうえで、実地に赴き調査を

実施する。協力いただける場合には、必要な証言に関する聴取調書等も録取してお

く。

なお、第三者に対して、調査の目的及び趣旨等を告げる場合には、 「日本年金機

構では、国から支給される年金給付が適正であるか確認するために、年金給付を受

けている全ての方に対して、定期的にこのような調査を実施しております｡」等の

一般的な理由の提示に留める。

④診断書作成医師に対する調査

障害年金に関する不正疑い事案の場合には、診断書を作成した医師に対して、公

文書による照会を行う。
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○年発第口号

平成×年×月 ×日
戸籍謄本等の交付請求書

○○市区町村長殿

日本年金機構○○○○長

国民年金法第108条第2項・第109条の4第1項第30号

及び日本年金機構法第27条第1項第2号に基づく

戸籍謄本等の請求について

貴市区町村に住民登録していると思われる下記の者について、年金給付の実態調査を行

うにあたり、戸締謄本等の書類が必要ですので、お手数ですが、 1部交付願います。

なお、該当がない場合は、 「該当なし」 として返送いただきますようお願いします。

記

【交付依頼書類】

1 世帯全員の住民票（写し） 〔注：続柄及び本籍地が確認できるもの〕

2住民票の除票（写し） 〔注：続柄及び本籍地が確認できるもの〕

3 戸鰐の謄本又は除籍の謄本 〔本締が貴市区町村にある場合に限ります｡〕

4戸篤の附票（写し） ・改製原戸籍〔本籍が貴市区町村にある場合に限ります｡〕

※死亡されている場合は、死亡日の確認できる書類を1部交付願います。

【当該事務の種類】

年金給付の審査・決定と支払の事務

【請求事由（戸籍等の記載事項の利用目的）等】

・年金受給権者の生存及び本籍地の確認を行うため

・年金受給者との続柄の確認を行うため

【現に請求の任に当たっている者】

日本年金機構○○○○○ 《担当者氏名》

No.

【問合せ先及び送付先】

〒XXX-XXXX○○県○○市○○町○一○－○

日本年金機構○○○○○

電話XX-XXXX-XXXX
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○年発第口号

平成×年×月 ×日
出入金記録等の照会害

○○銀行○○支店長殿

日本年金機構○○○○長

国民年金法第108条第2項・第109条の4第1項第30号

及び日本年金機構法第27条第1項第2号に基づく

関係資料等の照会（請求）について

貴銀行に預金口座を有していると思われる下記の者について、年金給付の実態調査を行

うにあたり、出入金記録が必要ですので、お手数ですが、 1部交付願います。

なお、該当がない場合は、 「該当なし」 として返送いただきますようお願いします。

記

【交付依頼書類等】

l 出入金履歴（預金取引明細表等）

2 口座開設届書等の写し

3 その他参考資料

【当該事務の種類】

年金給付の審査・決定と支払の事務

【照会（請求）事由等】

年金の支給記録と振込記録との確認を行うため

【現に請求の任に当たっている者】

日本年金機構○○○○○ 《担当者氏名》

【照会対象者】 口座番号：○○○○○○

【問合せ先及び送付先】
〒XXX-XXXX○○県○○市○○町○一○一○

日本年金機構○○○○○

電話XX-XXXX-XXXX
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（5）受給権者その他の関係者に対する調査

受給権者等から、聴取調書等を録取することが調査の主な目的となる。

前記（4）の調査結果を踏まえ、複数の職員を交えながらの合議に基づき、提出を

命令する資料及び質問項目等について、あらかじめ聴取調書等に起こしておく等の準

備をしておく。

ただし、地方厚生局から認可を取得していない場合には、相手方の任意の協力を待

って調査を進める必要があるので、受給権者等から協力いただける場合に限り、必要

な証言に関する聴取調書等も録取する。

なお、当該者の住所地等の居所に直接赴くのか又は年金事務所に呼び込むのか、あ

らかじめ日時等を指定するのか若しくは抜き打ちで実施するのか等は､年金事務所の

裁量に委ねられるので、これまでの経過等を踏まえて決定する。

ここでは、地方厚生局から間接強制調査に係る認可を取得している前提で、調査の

実施手順を示しておく。

①調査の目的及び趣旨の告知

受給権者等に対して、身分証明書、調査証及び認可通知書の写しを提示すること

により、正当な調査権限を保有していることを示したうえで、調査の目的及び趣旨

蝉を告げる。

当該者から、調査を拒否する旨の意思表示がなされた場合には、 「資料提出命令

及び質問を拒存した場合には、現在、支給している給付を停止することもできる」

旨を告げる。それでも、なお調査を拒否する旨の意思表示がなされた場合には、実

地調査書等に事跡を残して調査を完結する。

②聴取調書等の録取

受給権者等から調査に関する同意を取り付けた場合には､当該者に対して身分証

明書等の提示を求め、正当な身分を保有していることを確認したうえで、聴取調書

等の録取を開始する。
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（6）所在不明者調査

前記（4）及び（5）の調査の過程で、受給権者本人の所在が不明であることが把

握された場合には、平成23年10月19日【給付指2011-266】 「｢現況申告書」提出者

等への訪問調査②の訂正｣の賑司｢2.面談調査の実施｣を参考にしながら所在
不明者調査を実施する。

同指示書においては､現況申告書の送付対象者に対する任意調査による実施手順が

示されているが、ここでは、現況申告書の送付対象者以外の者を含め、間接強制調査

による実施手順を示しておく。

①調査の目的及び趣旨の告知

受給権者の親族その他の関係者（以下「親族等」 という｡）に対して、身分証明

書、調査証及び認可通知書の写しを提示することにより、正当な調査権限を保有し

ていることを示したうえで、 「受給権者本人の健在を確認するために実施する調査

である」旨を告げる。

親族等から、調査を拒否する旨の意思表示がなされた場合には、 「資料提出命令

及び質問を拒否した場合には、現在、支給している給付を停止することもできる」

旨を告げる。それでも、なお調査を拒否する旨の意思表示がなされた場合には、実

地調査書等に事跡を残して調査を完結する。

②聴取調書等の録取

親族等から調査に関する同意を取り付けた場合には､当該者に対･して身分証明書

等の提示を求め、正当な身分を保有していることを確認したうえで、聴取調書等の

録取を開始する。
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③所在不明である旨を聴取した場合

(※6）民法第25条に定める不在者の財産管理人の権限は、民法第103条第1号及び2号に定

める「保存行為」及び「権利の性簡を変えない範囲において、 その利用又は改良を目的とす

る行為」 とされている。法制局の見解て･は、 「法定代理人は、 民法第103条第1号の「保存

行為」 として、恩給給与金を本人に代わって請求し、受領する権限を有する （昭和38年10
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月22日内閣法制局一発第20号） として、法定代理人の請求行為及び受領する権限を認めて

いること、また、社会保険審査会（平成16年（厚）第56号）において裁決された事案では、

不在者の財産管理人が行う裁定の請求については、管理行為として財産管理人が本人に代キ）

って裁定請求することを認めていろ。

財産管理人は、本人の意思とは関係なく裁判所が選任し、本人の管理行為を行う法定代理

人であり、財産管理人がその権限内において本人のために行った意思表示については、本人

のために効力を生じるため、財産管理人によって提出された現況届は有効とされる。

年金の繰上げ又は繰下げ請求等、本人の請求意思の確認を必要とする場合は、裁定請求と

は異なり、年金受給額に多大な影響を与えることから、財産管理人の権限の範囲を超えるこ

ととなり、認められないと解する。

（7）捜査機関に対する相談

①所轄警察署に対する相談

前記（4）、 （5）及び（6）の調査の過程で、 「不正受給の積極的要件」に該当

する事実を把握した場合､受給権者等の対応や挙動に不審な点を感じた場合、又は

受給権者等に関する危険情報（暴力を振るうなど日常の素行に問題がある、過去に

犯罪歴がある）等を把握した場合等には、捜査機関に対して、対応方法等の技術的

助言を求める方法がある。

この場合には、所轄警察署の担当部署に対して、あらかじめ相談内容を伝達し、

相談の日時．場所等を予約し、これまで整理・収集した資料等を提示したうえで、

警察官に対して今後の対応方法等に関する技術的助言を求める。

②捜査を開始してもらえる場合

上記①の相談内容等によっては、直ちに捜査を開始してもらえる場合があるが、

捜査の進展に応じて、告訴、告発又は被害届の提出を求められる場合がある。

この場合には、不正受給行為が刑法第246条の詐欺罪、国年法第111条又は特

障法第35条の行政刑罰に該当するか等について、警察官と十分に打ち合わせを行

ったうえで対応する。 （後記5及び6を参考のこと）

なお、証拠物件として、本部が所管する書類等の提示を求められた場合には、本

部給付企画部給付指導Gに対して、当該書類等の提示の可否に関する照会を行った

うえで対応する。

（8）調査の完結

①調査拒否者に関する対応（別紙3）

前記（5）の調査において、受給権者等から調査を拒否する旨の意思表示がなさ

れた場合には、 「支給停止処分予告状」 （郵送日から14日後の期限を定める）を作
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成したうえで、当該住所地へ配達証明にて郵送する。

郵送日から14日を経過しても回答がない場合､又は受取を拒否された場合には、

調査を拒否された旨を記録する。

②所在不明者に関する対応

前記（5）又は（6）の調査において、受給権者本人が所在不明であることが把

握された場合には､年金事務所において｢年金受給権者支払保留処理票｣を起票し、

支払保留事由を「04」として保留入力を行ったうえで、所在不明であるため支払

保留措置をした旨を記録する。

なお､複数の年金コードを保有している受給権者について支払保留事由を「04」

を入力する場合には、年金コード別にそれぞれ入力する。

③不正受給又は不正受給疑い事案に関する調査者意見

調査の過程で、 「不正受給の積極的要件」及び「不正受給の消極的要件」が把握

された場合には、受給権者等に対する心証及び告発することの是非等の観点から、

調査書等に設けられている ｜調査者意見」欄に意見を記入する。

なお、ブロック本部相談・給付支援部（業務支援部）における調査結果の検証、

及び本部給付企画部給付指導Gにおける不正受給者の事実認定等に際して､調査者

意見を判断材料として活用することに留意する。

④調査結果の検証及び完結

複数の職員を交えながらの合議の結果､調査に不足がないと判断された場合には、

調査を完結する。

ただし､調査に不足があると判断された場合でも､捜査機関による捜査の関係で、

止むを得なく調査を一時中断する場合（前記3 （2）①、 （7））等には、ブロック

本部相談・給付支援部（業務支援部）に対して経過の報告を行ったうえで、調査を

一時中断する。

(9)年金事務所における報告及び進達

①ブロック本部相談・給付支援部（業務支援部）に対する報告

ア調査結果の報告

調査結果の報告方法等の詳細については、ブロック本部相談・給付文援部（業

務支援部）の指示に従う。

イ地方厚生局から認可を取得している場合の報告

地方厚生局から認可を取得している場合には､調査指示書に定める｢別添⑦-1」

に基づく月次報告も忘れずに行う。

②本部品質管理部品質管理Gに対する報告

上記①に基づき報告した後に、ブロック本部相談・給付支援部（業務支援部）か

ら「不正」又は「不正疑い」である旨の連絡を受けた場合には、 「事件･事故･事務

処理誤り対応要領(要領第20号)」に基づき「事件」の区分により報告する。

本部品質管理部品質管理Gに対して当該報告を行った後に、ブロック本部相談・

給付支援部（業務支援部）から「適正」である旨の連絡を受けた場合には、対応が
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完結した旨の報告も忘れずに行う。

なお、本部給付企画部給付指導Gにおいても、当該報告に基づき進捗管理簿を作

成しており、厚生労働省年金局に対する協議及び意見照会に際しての判断材料とし

て活用していることに留意する。

③本部給付企画部給付指導Gに対する届書等の進達

ブロック本部相談・給付支援部（業務支援部）から「不正」である旨の連絡を受

けた場合には、受給権者等から受理している死亡届、裁定取消申出及び障害年金不

該当届等の届書等を､調査指示書に定める様式類その他関係資料等の写しと併せて、

本部給付企画部給付指導Gに対して、書留により郵送する。

なお、死亡届に基づき死亡失権処理を行うと、自働的に返納告知のルートに流れ

てしまうので、 「不正」又は「不正疑い」であると判断する場合には「あえて」死

亡失権処理は行わないようにする。 （不正受給者に対しては、個別に納入告知を行

うので、それまでの間、失権処理は保留する。 ）

(10）ブロック本部相談・給付支援部（業務支援部）における検証等

①調査結果の検証

ア調査拒否者に関する調査結果の検証

地方厚生局から認可を取得していることを確認したうえで､受給権者等に対す

る調査内容が適切であったのかを検証する。

イ所在不明者に関する調査結果の検証

親族等に対する調査内容が適切であったのか､支払保留措置が適正であったの

かを検証する。併せて入力処理に誤りがないことを確認する。

ウ不正受給疑い事案に関する調査結果の検証

年金事務所から報告された調査結果に基づき、 「不正受給の積極的要件」及び

「不正受給の消極的要件」並びに「捜査機関に対する相談結果」等を総合的に検

証したうえで、 「適正｣、 「不正疑い」又は「不正」に関する判断を下す。

また、 「不正受給の積極的要件」及び「不正受給の消極的要件」 として把握し

た事実に不一致が生じている場合等には､調査書等の関係資料を総合的に検証し

た上で、一応の判断を下す。

②年金事務所に対する検証結果の伝達及び追加調査の指示

ア検証結果の伝達

年金事務所に対して、上記①の検証結果を連絡したうえで、今後の対応方法等
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を伝える。

上記①のウにおいて、 「不正疑い」又は「不正」の判断を下した場合には、 「事

件･事故･事務処理誤り対応要領(要領第20号)」に基づき「事件」の区分により

報告することを指示する。

イ追加調査の指示

上記①の検証結果に基づき、調査に不足があると判断する場合には、年金事務

所に対して、追加調査の実施を指示する。

検証結果に基づく本部給付企画部給付指導Gに対する報告等

ア調査拒否者に関する支給停止（取消）処分依頼（別紙4．5）

上記①のアの検証結果に基づき、支給停Ik処分が相当であると判断する場合に

は、 「支給停止処分依頼書」を作成したうえで、当該依頼書に蕪づき給付企画部

長に対して、支給停止処分の措置を依頼する。

－．方で、支給停止処分措置の結果、事後に受給権者等が調査に応じた場合等に

は、 「支給停止処分取消依頼書」を作成したうえで、当該依頼書に基づき給付企

画部長に対して、支給停止処分の取消を依頼する。

上記の依頼を行う場合には、支給停止（取消）処分依頼書と併せて調査書等の

関係資料の写しを本部給付企両部給付指導Gに対して、書留により郵送する。

イ所在不明者に関する支払保留措置の報告

上記①のイの検証結果に基づき､支払保留措置が相当であると判断する場合に

は本部給付企画部給付指導Gに対して､年金受給権者支払保留処理票及び調査書

等の関係資料(PDFファイル）をメールにて送信する。

ただし、別途、本部からの所在不明者調査に係る指示に基づき、既に報告を行

っている場合には、追加報告は不要である。

ウ不正受給疑い事案の報告

上記①のウにおいて、 「不正疑い」又は「不正」の判断を~ドした場合には、不

正受給疑い事案として、本部給付企画部給付指導Gに対して、調査書等の関係資

料(PDFファイル）をメールにて送信する。

③

(11）本部給付企画部給付指導Gにおける検証等

①調査拒否者に関する調査結果の検証及び支給停止処理の依頼

ブロック本部における検証結果に基づき、支給停止処分が相当であると判断する

場合には、本部給付企画部から本部支払部に対して、個別の指示・依頼文書を発出

したうえで、支給停止処理を依頼する。

②所在不明者に関する支払保留措置者としての登録

ブロック本部からの報告に基づき、支払保留措置者として、本部給付企画部給付

指導Gの進捗管理簿に登録する。

③不正受給の事実認定

ブロック本部からの報告に基づき、本部給付企画部給付指導Gにおいて不正受給

の事実認定を行う。
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「不正受給の積極的要件」が把握された事案であっても、同時に「不正受給の消

極的要件｣が把握された場合には､事案を総合的に検証したうえで事実認定を行う。

④ブロック本部相談・給付支援部（業務支援部）に対する依頼等

ア不正受給の事実認定に関する結果の伝達

ブロック本部相談・給付支援部（業務支援部）に対して、上記③の事実認定の

結果をメールにて連絡したうえで、併せて今後の対応方針等を指示する。

なお、調査に不備又は不足がある場合には、調査指示書に定める「実地調査依

頼書（様式第2号)」により、ブロック本部相談・給付支援部（業務支援部）に

・ 対して、追加調査を依頼する。

イ告発等の措置依頼

上記③で事実認定した不正受給者について、次の（ア）から（エ）のいずれか

に該当する場合には、ブロック本部相談・給付支援部（業務支援部）に対して、

告発等の措置を依頼する。

（ア）過去において厚年法第40条の2，国年法第23条又は特障法第22条第1項

の適用を受けていた。

（イ）捜査機関から「事件として取り扱うことが相当な事案である」旨の助言が得

られた。

（ウ）不正受給に際し、極めて悪質な手段（文書偽造罪が適用され得る手段等）を

講じていた。

（エ）不正受給額の多寡、給付の使途及び社会的影響等を総合的に勘案した結果、

告発することが相当な事案であると判断を下した。

ウ債務承認書の取得依頼（別紙6）

上記イに該当しない不正受給者については､ブロック本部相談･給付支援部(業

務支援部）に対して、 「債務承認書」の取得を依頼する。

調査書等に基づき、年金事務所において債務承認書の文面を作成したうえで、

不正受給者本人に対して提出を求める。

⑤厚生労働省年金局事業管理課に対する報告及び告訴依頼

ア調査結果等の報告

不正受給の事実認定に係る判断が困難である事案､及び捜査機関から被害届の

提出を求められた事案等については､本部給付企画部給付指導Gから厚生労働省

年金局事業管理課給付事業室年金給付係に対して、当該事案を報告したうえで、

今後の対応方針等の指示を仰ぐ。

イ告訴依頼

上記④のイに基づき､年金事務所において捜査機関に対･して告発に関する相談

を行った結果、 「厚生労働省事業管理課が告訴することが相当な事案である」等

の結論に至った場合には､本部給付企画部給付指導Gから厚生労働省事業管理課

に対･して、告訴依頼を行う。
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回画
○○年発第口号

平成×年×月×日
支給停止処分予告状

○○○○様

日本年金機構○○年金事務所長

国民年金法第107条第1項・第109条の4第1項第29号

及び日本年金機構法第第27条第1項第2号に基づく

○○の調査について（支給停止処分予告状）

時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。

さて、平成×年×月×日、○○様のご自宅を訪問させていただき、○○年金

の受給資格に関する調査を実施させていただきましたが、平成×年×月×日現

在、当事務所において、調査に必要な回答をいただいておりません。

つきましては、お忙しいところ誠に恐縮ですが、○○様のご都合のよろしい

日時と場所を指定いただいたうえで、当事務所の職員がお伺いしたいと存じま

すので、平成×年×月×日までに、下記担当者あて連絡をお願いいたします。

なお、平成×年×月×日までに回答がいただけない場合には、本調査にご協

力いただけないものとみなし、国民年金法第72条第1号の規定に基づき、○

○様に支給している年金を停止させていただきます。

【お問い合せ先】
日本年金機構 年金事務所

○○○○課○○○○係
担当：○○○○○

噛話：○○○一○○○一○○○○
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Ⅲ
年，○発第△号

平成×年×月×日
支給停止処分依頼害

給付企画部長殿

○○ブロック本部

相談・給付支援部長

（公印省略）

国民年金法第72条第1号の規定に基づく支給停止処分依頼書

標記につきまして、○○年金事務所において、下記の者に対し国民年金法第

107条第1項･第109条の4第1項第29号及び日本年金機構法第第27条第1項

第2号に基づく調査を実施しましたが、当該者は国民年金法第107条第1項の

規定による命令に従わず、かつ、同項の規定による同事務所職員の質問に応じ

なかったものです。

つきましては、別添の調査資料等を添えた上で、当該者に係る支給停止処分

の措置を依頼します。

記

○受給権者

○その他の関係人

以上

【お問い合せ先】
○○ブロック本部相談・給付支援部

相談・給付支援G
担当：○○○○○

電話：○○○－○○○－○○○○
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基礎年金番号・年金コード 9999-999999-1150

氏名 ○○○○ （性別：男）

生年月 日 昭和×年×月×日

住所 東京都○○区…

受給権者との関係 成年後見人

氏名 ○○○○ （性別：男）

生年月 日 昭和×年×月×日

住所 東京都○○区･･･



年○発第▲号

平成×年×月×日
支給停止処分取消依頼害

給付企画部長殿

○○ブロック本部

相談・給付支援部長

（公印省略）

国民年金法第72条第1号の規定に基づく支給停止処分取消依頼書

標記につきまして、平成×年×月×日付年○発第△号により、下記の者に係

る支給停止処分の措置を依頼しておりました。

今般、○○年金事務所において、下記の者に対し再調査を行ったところ、当

該者が国民年金法第107条第1項の規定による命令に従い、かつ、同項の規定

による同事務所職員の質問に応じたため、別添の調査資料等を添えた上で、当

該者に係る支給停止処分の取消を依頼します。

記

○受給権者

○その他の関係人

以上

【お問い合せ先】
○○ブロック本部相談・給付支援部

相談・給付支援G
担当：○○○○○

電話：○○○一○○○一○○○○
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基礎年金番号・年金コード 9999-999999-1150

氏名 ○○○○ （性別：男）

生年月 日 昭和×年×月×日

住所 東京都○○区…

受給権者との関係 成年後見人

氏名 ○○○○ （性別：男）

生年月 日 昭和×年×月×日

住所 東京都○○区…



債務承認書

第1 （債務の承認）

私は、父親（○○）が平成○年○月○日に死亡していたのにもかかわらず、○○の

年金を受給する目的で､平成○年○月から日本年金機構に対して嘘の現況届を提出し

続け、年金を詐取しました。

また､母親(△△)が平成△年△月以降､行方不明となっていたのにもかかわらず、

△△を受給者とする老齢厚生年金を受給しようと企て､△△が健在であるかのように

偽り行方不明である事実を隠して、老齢厚生年金を請求し、年金を詐取しました。

このことにより厚生年金保険法に基づき支払われた以ドの金額の合計額■■円に

ついて、返還義務があることを確認いたします。

(1)○○に対する老齢年金のうち、死亡日以後の支払金額である平成○年○月○日か

ら平成○年○月○日まで支払われた老齢年金計×××円

（2）△△に対する老齢厚生年金のうち、受給権発生日以後の支払金額である平成△年

△月△日から平成△年△月△日までに支払われた老齢厚生年金計××××円

第2 （返済）

私は、本債務を厚生労働省に弁済することを誓います。

－･括弁済の納入告知書が届き次第､返還金残額の具体的な返納方法を別途申出します。

私は、以上の事項を確認し、誠実に納付することを誓約します。

平成 年 月 日

氏名

連絡先

厚生労働省年金局

日本年金機構本部御中
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5刑法等の概要

調査結果を検証した結果、犯罪と思われる事実が把握された場合には、国年法第111

条及び特障法第35条による行政刑罰の適用（厚生年金保険法には罰則規定がないので

行政刑罰の適用はない)、又は|司法但書による刑法（主として第246条の詐欺罪）の適

用を求めるために、捜査機関に対して犯罪事実を申告（告訴、告発、被害届の提出）す

ることを検討する必要がある。

ここでは、告発等の判断材料とするために、刑払の詐欺罪及び年金法の行政刑罰等の

概要を中心に説明しておく。

（1）刑法第246条の詐欺罪（西田P184～207、前田P353～368)

刑法第246条

人を欺いて財物を交付させた者は、 10年以下の懲役に処する。

2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、

同項と同様とする。

詐欺罪は、人を欺いて錯誤を生ぜしめ、その錯誤による暇疵ある意思に基づいて財

物や財産上の利益を交付させる罪である｡財藤上の利益についても成立する点で窃盗

罪と異なり、相手方の（暇疵ある）意思に蛙づいて財物や財産上の利益が移転する点

（交付罪）で、窃盗罪、強盗罪と区別される。すなわち、本罪の成立には、

欺く行為(欺闇行為）→錯誤→処分(交付)行為→詐取

という因果の系列を経て、財物や財産上の利益を取得することが必要なのである。

①欺闇行為

取引の相手方が真実を知っていれば財産的処分行為を行わないような重要な真

実を偽ることをいう。

欺岡行為は、まず第一に、人に向けられたものでなければならない。第二に、財

物または財産上の利益の処分行為に向けられたものでなければならない。

欺岡行為は不作為によっても可能である。不作為による欺岡とは、すでに相手方

が鯖誤に陥っていることを知りながら真実を告知しないことをいう‘』 この場合は、

法律上の告知義務が必要とされるが、年金法においては、厚年法第98条、国年法

第105条及び特障法第27条に届出（告知）義務規定が設けられている。

②処分行為

錯誤による暇疵ある意思（処分意思）に雄づいて財物又は財産上の利益を相手方

に移転させる行為をいう。

処分行為に向けられた欺岡行為はあるが、相手方が錯誤に陥らず、別の理由で財

物を交付した場合には､詐欺罪の予定する因果関係が切れるため未遂犯が成立する

にとどまる。

交付の相手方は欺岡行為者以外の第三者でもよいが､実質的に行為者に交付した
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といえる場合か､行為者が第三者に利得させることを目的とした場合に限るべきで

あり、全く無関係の第三者に交付させた場合は、本罪は成立しないと解する。

【刑法の詐欺罪の構成例】
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欺闇行為 錯誤 処分行為 詐取

○Aは、受給権者Bが死

亡しているにもかか

わらず、 「Bが生存し

ている」旨の現況届を

提出した。

○機構は、Aから提出さ

れた現況届に基づき

｢Bは生存している」

と判断した。

○機構は、国に対して、

支払に係る決裁伺を

行った。

○国は、機構からの決裁

伺に燕づき、Bに対し

て、年金を支給した。

○Aが預金口座から金

銭を引き出した。

()Aは、医師に不実の申

立てをして、虚偽の診

断書を作成させた。

○Aは虚偽の診断書を

用いて障害年金を請

求した。

○機構は、Aから提出さ

れた診断書に基づき

｢障害状態にある」と

認定した。

○機構は、Aの請求に基

づき、国に対して、裁

定に係る決裁伺を行

った。

○国は、機構からの決裁

伺に基づき、障害年金

の受給権を裁定した。

○機構は、国に対して、

支払に係る決裁伺を

行った。

○国は、機構からの決裁

伺に基づき、Aに対し

て、年金を支給した。

○Aが預金口座から金

銭を引き出した。

○AとBは、婚姻関係に

ないのに、婚姻届を提

tlziし、結婚関係がある

ように装った。

○AとBは、同居したこ

とがないのに、住民票

を異動し、生計を共に

しているように装っ

た ○

OBの死亡後に、Aは

戸籍、住民票を用いて

遺族年金を請求した。

○機構は、Aから提出さ

れた戸籍、住民票に基

づき「Bの配偶者はA

であり、BはAの生計

を維持していた」と認

定した。

○機構は、Aの請求に基

づき、国に対して、裁

定に係る決裁伺を行

った°

○国は、機構からの決裁

伺に基づき、遺族年金

の受給権を裁定した。

○機柵は、国に対して、

支払に係る決裁伺を

行った。

○国は、機構からの決裁

伺に基づき、年金を支

給した。

○Aが預金口座から金

銭を引き出した。



（2）国年法第111条･特障法第35条の行政刑罰（国解説P155～156,国逐条P356～358)

国年法第111条

偽りその他不正な手段により給付を受けた者は、 3年以下の懲役又は100万円

以下の罰金に処する。ただし、刑法に正条があるときは、刑法による。

特|環法第35条

偽りその他不正の手段により特別障害給付金を受けた者は､3年以下の懲役又は

100万円以下の罰金に処する。ただし、刑法に正条があるときは、刑法による。

国年法第111条及び特障法第35条は､国年法第23条及び特障法第22条第1項で

述べたところの趣旨を罰則でもって担保したものである。すなわち、刑法によっては

処断することができない不正受給者を行政犯として刑罰を課し、もって給付を真に受

けるべき者に対して給付を行うという、国年法及び特障法の最大目的の達成を側面か

ら企|劃したものである。なお、厚年法には罰則規定がないので刑法が適用される。

①偽り

積極的に虚偽の事実を構成することのほか､消極的に真実を隠蔽又は歪曲するこ

とも含む。

②不正な手段

刑法第246条の詐欺罪の構成要件である欺岡行為の程度に至らない広い意味に

おける不正手段である。

つまり、通常の真実の状態であれば給付を受けられないにもかかわらず、給付を

受けた場合において、その際に用いた行為が、不正手段と言い得る。

③給付を受けた者

不正手段と給付との間に因果関係が存在していることを必要とする。したがって、

実際に不正手段があっても裁定庁がこれに陥ることなく、また、不正手段の有無と

は関係なく給付がなされたような場合には、国年法第111条及び特障法第35条の

適用外である。

したがって、裁定庁側の過誤に基づく違法又は不当ないわゆる誤裁定・誤決定に

よって給付を受けた者は、不正受給には該当せず、給付の過誤払の返納の問題に止

まるだけである。

【｢偽りその他不正な手段」の具体例】

○医師に不実の申立てをして、虚偽の診断書を作成させて、当該診断書を用いて障

害年金を請求した。 （積極的）

○内縁関係に無かったにもかかわらず､あったものと申立て遺族年金の裁定を受け

た。 （積極的）

○遺族基礎年金の受給者が婚姻し、失権事由に該当しているのを知りながら、失権

の届出を行わなかった。 （消極的）

○業務上の事由による障害補償給付を受けているにもかかわらず､これを受けてい

ると申し立てることをしないため障害年金の支給停止を受けなかった。 （消極的）
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（3）刑法第235条の窃盗罪との関係（西田P136～158、前田P250～280)

刑法第235条

他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、 10年以下の懲役又は50万円以下の

罰金に処する。

窃盗罪は、他人の占有する他人の財物を占有者の意思に反して取得する罪である。

他人の意思に反して財物の占有を取得する点で交付罪である詐欺罪と区別され､暴

行・脅迫を手段としない点で強盗罪と区別される。

機構設立以後に、窃盗罪に関連する事案が報告されているが、国の行政処分が適正

である場合には「国が被害者である」 という犯罪事実を構成できない。

【｢国が被害者である」という犯罪事実を構成できない事案】

○Aが、受給権者Bからの了承を得ずに、 B名義のキャッシュカードを使用して、

Bに支給された年金の払い戻しを受けた。 （被害者＝金融機関）

→特別な事情(AとBの身分関係は配偶者、直系血族又は同居の親族である等）

のない限り、約款上金融機関との関係において受給権者Bの口座の預貯金者であ

ると主張できず、預貯金を払い戻す正当な権限者ではないから、当該預金の払い

出し行為は金融機関の「意思に反するもの」であって窃盗罪が成立する。

○Aが、受給権者Bから窃取したB名義の預金通1帳を使用して、Bになりすまし、

Bに支給された年金の払い戻しを受けた。 （被害者=Bと金融機関）

→B名義の預金通帳を窃取する行為について窃盗罪が成立（被害者はB)し、

窃取した通帳を用いて銀行等から頑貯金の払い戻しを受ける行為について別個

に詐欺罪が成立（被害者は金融機関）する。

○Aが、受給権者B本人であるかのように装って、B名義の預金口座を開設し、B

名義の預金通帳の交付を受けた。 （被害者＝金融機関）

→預金通帳という財物を取得する行為について詐欺罪が成立する。

（4）文書偽造罪等との関係

例えば、 「Aは、受給権者Bが死亡しているにもかかわらず、Bが生存している旨

の現況届を提出した｡」行為により年金を不正受給した場合には、文書偽造罪等が適

用される場合がある。不正受給事案は、請求書及び添付書類等に基づき審査．決定を

行うこととの関連から、文書偽造罪等の構成要件に該当する事案も多い。

具体的には､公文書偽造罪(刑法第155条) 、虚偽公文書作成罪(|司法第156条） 、

公正証書原本不実記載等罪（同法第157条） 、偽造公文書・虚偽公文書行使罪（同

法第158条） 、私文書偽造罪（|司法第159条） 、虚偽診断書作成罪（同法第160条） 、

偽造私文書・虚偽診断書等行使罪（同法第161条） 、公印等偽造．不正使用罪（同

法第165条） 、公記号等偽造・不正使用罪（同法第166条）及び私印等偽造．不正

使用罪（同法第167条） が適用される場合である。
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6刑事手続

伝聞に雄づく情報のみをもって、国民に対して刑罰を科さないという趣旨から、刑事

手続の一般法である刑事訴訟法においては、伝聞証拠の証拠能力を否定する原則（伝聞

法則）がある。 （入門刑P225～226、福井P327～332、刑識P417～419)

したがって、国及び機構側が捜査機関に対して犯罪事実を申告する場合には、犯罪事

実を知り得る当事者として、告訴、告発又は被害届を提出する必要がある。

ここでは、刑事訴訟法に基づく刑事手続の概要を説明しておく。

（1）捜査機関（入門刑P5～6、福井P66～69、刑講P33～39)

刑事訴訟法では、捜査し得る者を、①司法警察職員、②検察官、③検察事務官と定

めている。

①司法警察職員

一般的には、弊察署等に在籍している警察官のことをいう。

捜査の第一次的な担当者は司法警察職員である（刑訴法第189条)。司法警察職

員は、司法警察員と司法巡査に分類される（刑訴法第39条第3項)。司法警察員

が捜査の中心であり、司法巡査は司法警察員を補助して個々の事実行為的な捜査を

行う。階級が巡査部長以上を司法警察員と扱うことが通常で、巡査は司法巡査とさ

れている。

②検察官

検察官は、必要があると認めるときは、いかなる犯罪についても自ら捜査をする

ことができる(刑訴法第191条第1項)｡司法警察職員が第一次的捜査機関であり、

検察官は第二次的捜査機関として位置づけられる。

したがって、大部分の事件については、まず警察において捜査が進められ、一応

の見通しがついた後に、書類や証拠物とともに事件が検察官に送致され、検察官が

補充的・補正的に捜査を続けることとなる。

そのうえで、検察官は事件につき起訴・不起訴の処分を決定するが、これは検察

官のみに与えられた権限である（刑訴法第247条、同法248条)。

③検察事務官

検察官を補佐してその指揮を受けて捜査を行う （刑訴法第191条第2項)。捜査

機関として検察官から独立しているわけではなく補佐機関として位置づけられる。

（2）捜査の端緒（入門刑P7～12、福井P89～101、刑講P96～98)

犯罪捜査は、捜査機関が、犯罪が発生したことをｲ'りらかの方法で知ったときに始め

られる（刑訴法第189条第2項）が、そのきっかけを「捜査の端緒」 という。捜査

機関における捜査の端緒の具体例としては、告訴、告発又は被害届の受理等がある。

①告訴

告訴とは､被害者その他告訴権を有する一定の者が捜査機関に対し犯罪事実を申

告し、犯人の処罰を求める意思表示である（刑訴法第230条)。単なる事件の通報
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ではなく、処罰を求める意思表示でなければならず、後の刑事手続においても重要

な意味を持つ。告訴し得るのは被害者本人又は法定代理人であり （刑訴法第230

条、第231条第1項)、親族というだけで告訴できない。

告訴期間は、原則として、犯人を知った日から6ケ月である（刑訴法第235条

第1項)。年金の不箙受給事件に関する告訴椛者は、国（厚生労働省年金局事業智

理課長）である。

②告発

告発とは、第三者が捜査機関に対し犯罪事実を申告し、犯人の訴追を求める意思

表示である。告発の手続と効果は、告訴の場合と同様であるが、告発は誰でもでき

る（刑訴法第239条第1項）ことから、機構の名と責任において告発することが

できる。

また、公務員は、職務を行うことにより犯罪を知ったときは、告発しなければな

らないが（刑訴法第239条第2項)、たまたま犯罪に遭遇したというだけではそれ

に該当しない。

したがって、年金事務所等において不正受給疑い事案を把握した場合には、必要

な事実確認を行う、又は客観的な資料を得るために調査を行う等により、不正の事

実について実態を把握したうえで､犯罪事実を知り得る当事者として告発する必要

がある。

③被害届

被害届とは、犯罪の被害の申告に過ぎず、必ずしも処罰を求める意思表示とはい

えないこともあり、その点で告訴とは区別される。被害届が出されれば、捜査機関

は所定の捜査を行わなければならない。

前記3 （2）のケースは、国又は機構以外からの告訴又は告発、若しくはマスメ

ディアによる報道等が､捜査の端緒である可能性が高い事案であり、この場合には、

捜査機関から国（厚生労働省年金局事業管理課長）に対して、被害届の提出を求め

られることが多い。

（3）供述調書の録取（入門刑P225、刑訓P162～163, 167)

刑事手続の実務においては、犯罪事実の立証のために必要な証拠として、被害者等

の第三者の供述も、司法警察職員又は検察官に対する供述調書として証拠書類の形で

残すことが多い（刑訴法第189条、同法第223条)。刑事訴訟法においては、伝聞証

拠の証拠能力を否定する原則(伝聞法則)があるが､供述調書等は､伝聞例外として、

証拠能力が認められているからである《，

捜査機関から機構に対して、供述調譜の録取を求められた場合には、全面的に協力

することを基本とするが、各部署において、供述録取の録取に関する対応責任者を決

めておくことが必要である。

①年金事務所

年金事務所及び事務センターの所掌事務等に関する項目を供述する。

オンライン記録の見方、年金制度の基礎知識、請求善等の受理、審査、進達及び
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新規裁定に係る事務等に関する供述が中心となる。

瞥察官は、年金制度に習熟していないことが多いので、お客様対応と同様の説明

が求められる。

なお、参考資料として、 「年金事務所における供述調書ひな形」が必要である場

合には、本部給付企画部給付指導Gの担当者に照会する。

②本部給付企画部給付指導G

本部の所掌事務等に関する項目を供述する。

年金給付システムのしくみ、支払事務、国への決裁伺及び機構の全体の所掌事務

等に関する供述が中心となる。

③厚生労働省年金局事業管理課

侍訴権者又は被害者の立場において､国の所掌事務等に関する項目を中心に供述

する。

（4）告発の手順（※7）

①告訴・告発の方法

告訴・告発は、 ’三1頭又は書面により、検察官又は司法警察員に行う （刑訴法節

241条第1項） とされているが、通常、官公庁の行う告訴・告発は書面によってお

り、正確性や記録性の観点からも書面によることが望ましい。告訴状・告発状の提

出先については、一般的には、年金事務所の所在地を管轄する警察署となる。

②告訴・告発の区別及び告訴・告発を行う者

年金給付の裁定は、厚生労働大臣が自ら行うものであり、機構への権限委任（国

年法第109条の4第1項第5号､厚年法第100条の4第1項第10号）や事務委託

（国年法第109条の10第1項第3号、厚年法第100条の10第1項第4号）の対

象外であり、給付費用の支弁も国（年金特別会計）が行っている。

告訴については、犯罪行為が厚生労働省年金局事業管理課の行う裁定や諸変更処

理に係る決裁の承認に関するものであることとの関連から、厚生労働省年金局事業

管理課艮名で行うことを基本とする。

一方、告発については、犯人、告訴権者又は捜査機関等以外の何人も行い得るこ

とから、年金事務所長による告発という形を取ることも可能である。

これらを踏まえ、告訴・告発のどちらの形式によるかについては、告訴又は告発

後の捜査機関による事情聴取や資料提出要請への対応の利便性等を総合的に検討

して決定することが必要である。

なお、告発に当たっては、後述の告発状の書き方等を含め、各ブロック本部に設

置している顧問弁護士から技術的助言を受けておくことが望ましい。
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③ 告発状の作成（別紙7）

’ 様式

様式については法定の決まりはないが、実務上はA4用紙の縦書き、横書きを

使用している場合が多い。

′ 記載事項

通常、次の（ア）から（．）に掲げる事項を告発状に記載する。

(ア）表題（告発状）

(イ）告発人の住所、氏名

(ウ）被告発人の住所、氏名

(エ） 「告発事実」 ：犯罪構成要件に該当する具体的事実

基本的には、誰を、どのような犯罪事実について処罰してほしいかを明らか

にする必要がある。犯罪事実については、どのような犯罪事実を申告したのか

が認識できる程度に特定されていれば足りるとされているが、実際には、犯罪

の日時、場所、態様、罪名などをある程度特定する必要がある（誰が、いつ、

どこで、誰に、どういう手段を使って、どういうことをしたのか)。

なお、告発事実の記載に当たっては、該当する罰条（刑法第246条の詐欺

罪、国年法第111条又は特障法第35条の行政刑罰）の構成要件に沿った形と

することが望ましいが、このためには、告発の段階で、告発しようとする不正

受給行為が刑法第246条の詐欺罪、国年法第111条又は特障法第35条の行政

刑罰に当たるのかについて、機構として一応の判断を下すことが必要となる。

この判断に際しては、前記5 （2）にも記載したとおり、国年法第111条及

び特障法第35条の行政刑罰は、刑法第246条の詐欺罪において必要とされる

欺岡行為（人を欺く行為）及び相手方の錯誤を要件とせず、広く不実の申請そ

の他不正な手段が年金給付の原因となっていれば足りるものであり、積極的に

虚偽の事実を申し立てることのほか、消極的に事実を故意に隠蔽することも含

まれることに留意する必要があるが、他方、不正の手段が悪質である場合や不

IE受給の金額が多額に上る場合等には、詐欺罪の構成要件に該当し得る限り、

詐欺罪で告発することが適当である。

なお、犯罪事実及び該当する罰条については、最終的には告発状を受理した

捜査機関による捜査を経て特定されるものであることから、告発状における犯

罪事実及び該当する罰条が、捜査の結果特定された犯罪事実及び該当罰条とは

異なっていたとしても、告発の法的効果には何ら問題はない。

以上を踏まえて、告発状を提出する予定の警察との間で、事前に打ち合わせ

を行っておくことが望ましい。

(オ） 「告発に至る経緯等」 ：告発人が犯罪の発生を知るに至った事情、背景、参考

事項

(力） 「証拠資料」 ：告発事実を立証すべき証拠の標目（証拠物及び証人となるべき

者の氏名等を含む）

特に、現況届及び現況申告書等は、虚偽申告の故意性を立証す-るに当たって

ア

イ
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重要である。証拠物件として、本部が所管する書類等の提示が必要である場合

には、本部給付企画部給付指導Gに対して、当該書類等の提示の可否に関する

照会を行ったうえで対応する。

（キ） 「右被告発人の所為は刑罰法規の第○条に該当する行為と思料されるので、

被告発人の処罰を願いたく、告発する」旨の記述

（ク）告発人の署名押印

（ケ）告発状を提出する捜査機関の宛名

（．）告発人が所持する証拠方法の写しの添付

告発は犯罪捜査のきっかけであり、犯罪事実の立証のための詳しい捜査は捜

査機関により行われるため､告発の時点で犯罪事実に係る記載事項全てが年金

事務所により既に立証され､又は立証可能な事実でなければならないわけでは

ないが、犯罪事実として記載した事項が可能な限り客観的に分かる資料（写し

でも可）を添付するように配慮する必要がある。

④事前の警察署に対する相談

告発を受けた捜査機関は原則としてこれを受理する義務があるが､根拠が必ずし

も十分とは認められないような告発については､告発状の補正や追加資料の添付を

要請されることがある。このような手間を回避するためにも、可能な限り、告発状

を作成する前に、犯罪事実の概要及び処罰を求める意志があることについて、提出

予定先の瞥察署の担当課等に事前に相談し､適切な告発状の書き方や必要な資料に

ついて打ち合わせを行っておくことが望ましい。

⑤告発状の提出

告発を受理した捜査機関は、事案の内容を的確かつ十分に把握し、告発の趣旨・

目的や動機、証拠の程度などを確認する作業に入る。このため、告発状の提出時の

他にも、捜査の進展に応じ、告発人や事情をよく知る関係者（調査・審査を実施し

た職員等）に対して事情を聴取することがある。

このような要請に対応するために、各部署において、あらかじめ刑事手続に関す

る対応責任者を決めておくことが必要である。

(※7） 「生活保護行政を適正に運営するための手引について」 （平成18年3月30日社援保発

第0330001号厚生労働省社会・援護局保護課長通知） を参考に記載した。
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[別紙7
平成×年×月×日

○○警察署長殿

東京都○○区○○

日本年金機構○○年金事務所

印○○年金事務所長 ○○

電話03－○○○○一○○○○

生
ロ 発 状

告発人 東京都○○区○○

日本年金機構○○年金事務所

○○年金事務所長 ○○○○

被告発人 東京都○○区○○

○○○○

被告発人の下記、告発事実に記載した行為は、有印私文書偽造罪（刑法第159

条第1項） 、同行使罪（刑法第161条第1項） 、詐欺罪（刑法第246条第1項）

に該当するものと思料されるので、捜査のうえ厳重に処罰されたく告発いたし

ます。

記

1 告発事実

被告発人は、厚生年金保険の受給権者である○○○○が平成×年×月×日に

死亡したにもかかわらず、 日本年金機構本部から送付された「年金受給権者現

況申告届」に○○○○が生存しているかのように装った虚偽の内容を「年金受

給権者現況申告届」に記載し、 日本年金機構本部あてに「年金受給権者現況申

告届」を郵送し、東京都杉並区高井戸西3丁目5番24号日本年金機構本部に到

着させ、同機構支払部担当者をして、○○○○が生存し、厚生年金保険の老齢

年金の受給権があるものと誤信させ、年金の支払いの継続処理を行わしめ、よ

って平成×年×月×日から平成×年×月×日まで、厚生年金保険の老齢年金の
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受給権者である○○○○名義△△銀行△△支店（口座番号□□□□□）の口座

に年金▲▲▲，▲▲▲円を振り込ませたものであります。

2告発に至る経緯等

私は、○○年金事務所の所長として、当事務所が管轄する住所地に居住する

受給権者に対する調査に係る事務を掌理する任務についています。

平成×年×月より厚生労働省の指示により日本年金機構が実施した「所在不

明高齢者調査」において、当事務所の職員である○○○○が、厚生年金保険の

受給権者である○○○○の住所宅へ健在確認に訪問した際、家族の方の応答に

不審な点を感じたため、○○市役所より公用で住民票を取り寄せ確認したとこ

ろ、平成×年×月×日に死亡している記載があり、厚生年金保険の受給権者の

○○○○に対し、死亡後も年金が支給されている事実が判明したものです。

平成×年×月×日、当事務所の職員である○○○○から、厚生年金保険老齢

年金の不正受給容疑事案が発生している旨の報告を受けたことから、事実調査

をするように指示したところ、受給権者が死亡しているにもかかわらず、死亡

届を提出せず、なお生存していると偽った年金受給権者の自署を書いた年金受

給権者現況申告届を提出して、事務担当者を編して、上記告発事実のとおり、

平成×年×月の支払い分から平成×年×月支払い分までの▲▲▲，▲▲▲円の

ほか、平成×年×月支払い分から平成×年×月支払い分までの約▲▲▲万円(詐

取された合計金額については調査中)を詐取していたことがわかりました。

本来受け取ることのできない者が長年に亘り、国民の保険料で補われている

公的年金を不正に受給していた被告発人の行為は極めて悪質で許し難いもので

あり、今回被告発人の厳重な処罰を求め告発したものであります。

証拠資料

・ 年金受給権者現況申告書の写し1枚

・ 戸籍の写し 1枚

・ 住民票の写し 1枚

・ 実地調査書の写し 15枚

3

以上
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7 司法処分の確定

司法響察員は、捜査をした後、書類及び証拠物とともに、事件を検察官のもとに送致

しなければならない（刑訴法第246条)。

検察官は、事件について必要に応じて補充捜査を遂げたあと、その事件を以後どのよ

うに扱うかを決めることになる。これを、検察官の事件処理という。

不正受給事件の対応の過程では、機構と検察官との関わりも重要であるので、ここで

は検察官による事件処理を中心に説明しておく。

（1）検察官による処分

検察官の事件処理には、終局処分と中間処分との2種類があり、事件について、最

終的に起訴・不起訴を決める処分が終局処分で、終局処分の前に暫定的に行う処分が

仁|｣間処分である。

①終局処分

終局処分は、公訴を提起する処分（起訴処分） と、公訴を提起しない処分（不起

訴処分） とに分けられる。公訴が提起されると、事件は裁判所に係属する。

公訴の提起には、公判廷での裁判を求める公判請求と、書面審理による略式命令

を求める略式請求がある。

略式請求により下される略式命令は、罰金又は科料を科すものであるから、その

罪名は限定される。

－－･方で、捜査の結果、犯罪の証明が十分ではないと判断せざるを得ない場合等に

は、事件を不起訴処分に付すことになる。

犯罪の嫌疑・証拠がそろっていても、 「犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重

及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは､公訴を提起しない

ことができる」 とされているが、 これを起訴猶予処分という （刑訴法第248条)。

②中間処分

中間処分には、中止処分と移送処分がある。

中止処分は､被疑者や重要参考人の所在が分からないなどの理由でそれ以上捜査

を進めることができず､犯罪の嫌疑を決めかねるような場合に行われる処分である。

移送処分は､被疑者の利益や捜査上の必要から他の検察庁の検察官に事件を送る

処分をいう。管轄権がない場合には送致が義務付けられ、 これを他管送致という。

（2）裁判官による判決

検察官が公判請求した場合には、被疑者（不正受給疑い者）は被告人として公判に

かけられ、裁判所は公訴事実の存否について審理し、有罪又は無罪の判決の言渡しを

行う。
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（3）検察官からの処分通知の送付

検察官から、厚生労働省年金局事業管理課に対して、事件処理の結果、裁判の経過

及び結果等が、耆而により通知される。これらの通知は、不正受給の事実認定を行う

ための客観的な証拠資料として活用する。

これら通知の写し(PDFファイル）は、本部給付企画部給付指導Gの事件担当者

から年金事務所長(cc:副所長、お客様相談室長、ブロック本部相談･給付支援G長）

宛にメールにて送信するので、関係資料等と併せて保管・管理しておくこと。

①起訴処分（公判請求）の通知

検察官が、起訴処分を付した場合に通知される。

公判請求の場合には、裁判所における審理の経過を見守る必要がある。

②不起訴処分の通知

検察官が、不起訴処分又は起訴猶予処分を付した場合に通知される。

なお、検察官による終局処分の前に、受給者の国選弁護人や親族等が不正の事実

を認め、不正受給額に係る弁済を申し出てくる場合がある。

年金の不正受給事件の場合には、不正受給額に係る返還の実績等が、検察官の事

件処理において、不起訴処分の判断に繋がることも多い。

③初回の公判期日の通知

初回の公判の期日及び場所が通知される。

2回目以降の期日及び判決言渡日等は、公判の都度、裁判官が指定する。

④裁判結果の通知

裁判の結果が通知される。

無罪判決が確定した場合には、不正受給者として事実認定はできないので、不当

利得の返還請求権に基づき調査決定し、納入の告知を行う。

有罪判決（執行猶予・保護観察が付された場合も含む）が確定した場合には、こ

れに基づき不正受給者として事実認定し､不正利得の返還請求権に基づき調査決定

し、納入の告知を行う。

⑤実刑が確定した者の処遇状況等の通知

実刑が確定した不正受給者について、執行終了予定時期、収容されている刑事施

設の名称及び所在地等が通知される。

この通知は、刑事施設に納入告知書等を送付する場合等に活用するものとする。

（4）報道機関等からの取材等への対応

公判請求された事件に関する報道機関等からの取材については、 「報道機関等対応

要領(要領第35号)」に従うが、以下の点に留意する必要がある。

①不正受給者その他の関係者に関する個人情報等については|m答しない。

②機構が行う事務及び年金制度等の一般論については回答する。

③世間の注目を集めている事件については､突発的な取材対応等への準備のために、

公判の経過等は、 日頃から新聞記事等により確認しておく。
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8徴収金及び返納金債権に係る事務

不正受給者すなわち「偽りその他不正の手段により給付を受けた者」として事実認定

された者に対しては、厚年法第40条の2及び国年法第23条並びに特障法第22条第1

項の規定に基づき徴収金債権（不花利得返還請求権）として費用返還を求め、厚年法第

86条及び同法第87条又は国年法第96条及び同法第97条若しくは特障法第22条第2

項の規定に基づき費用徴収を行う。

したがって､これら債権の取立てに当たっては､国税滞納処分の例によって徴収され、

さらには督促及び滞納処分をすることもできる。

ただし、徴収金債権に係る消滅時効は2年であることから、それ以前の分（3年～5

年）は「不正受給者＝悪意の受益者」 とみなして、民法第704条の規定を準用し、支

払日の翌日から納入日までの期間に応じて､残額に対して法定の年5％の遅延利息を付

すことになる。

これら不正受給に関する債権（不正利得返還請求権）は、その特殊性から、通常の返

納金債権（不当利得返還請求権）に関する事務とは大きく取扱いが異なる。

（1）本部給付企画部給付指導Gにおける事務

①不正受給者としての事実認定

前記4又は7に基づき不正受給者であることの事実を認定する。

②債権の確定

不正受給者である債務者の住所及び氏名又は名称､不正受給に関する債権額を確

定する。

③債権発生通知書の作成

上記②の事項を記録した債権発生通知書を作成したうえで､債権発生通知書に証

拠苔類等を添えて業務渉外部長宛に送付する。

なお、 「納付誓約書」及び「分割納付計画書」を受理している場合には、債権発

生通知書と併せて送付する。

（2）本部業務渉外部債権調査Gにおける事務

①債権発生通知書の受領

給付企画部から送付された債権発生通知その他証拠書類等に問題がないことを

確認する。

②調査確認決定決議依頼及び納入の告知

債権発生通知その他証拠書類等に基づき、納入告知書を作成したうえで、歳入徴

収官（厚生労働省年金局事業管理課長）に対して調査確認決定決議依頼を行い、歳

入徴収官（厚生労働省年金局事業管理課長）の決議後に、納入告知善を送付する。

なお、納付期限は納入告知書を発する日から20日以内の適当な日とする。

また、 「納付誓約書」及び「分割納付計画書」を受理している場合には、後日、
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分割納付書を作成のうえ送付する。

③督促

納入告知書に記戦された納付期限までに納付がなされなかった場合には､納付期

限から50日以内に厚年法第86条又は国年法第96条の規定による督促を行う。

この督促は、督促状を送付することにより行うものとし、督促状に記栽する指定

期限は、督促状を発する日から起算してlO日以上経過した日とする。

④滞納処分等による債権回収等依頼

督促状の指定期限までに納付がなされなかった徴収金債権の債務者にかかる債

権については、債務者の住所地を管轄する年金事務所に債権回収等の依頼を行う。

（当該債務者が、不正利得の返納金又は不当利得の返納金債務を有する場合は併せ

て依頼を行う｡）

なお、当該事務については、別途定める「年金不正受給に係る徴収金等の債権回

収等依頼事務の取扱い」に雄づき行う。

⑤債権管理事務

債椎回収等の依頼を行った債権については､年金事務所に毎月債務残額の確認を

行い、本部業務渉外部債権調査Gにおいて適切な債椛管理事務を行う。

（3）年金事務所厚生年金徴収課（又は厚生年金適用徴収課）における事務

①債権回収等依頼の引受け

業務渉外部債権調査Gから送付された債権回収等依頼.引受書その他証拠書類等

に問題がないことを確認する。

②滞納処分等の認可申請

滞納処分等認可申請要領に基づき、引受けた徴収金債務者にかかる滞納処分等の

認可申請を地方厚生（支）局に対して行う。

③納入督励・滞納処分等の実施

地方厚生局から認可申請に対する認可が下りた後は、滞納処分等を実施する。

④時効中断の措置

無資力かつ未納である者に対しては、 「納付誓約書」及び「分割納付計画書」又

は「債務承認書」の提出勧奨等の実施により、最低でも年1回は時効中断の措置を

行うものとする。

⑤引受け後の債権管理事務

債権luI収等依頼事務の引受け後の事務については、別途定める「年金不正受給に

係る徴収金等の債樅回収等依頼事務の取扱い」に基づき行う。

⑥徴収金及び返納金債権の管理状況の報告

債椛回収等依頼を受けた債権の状況については､本部業務渉外部債椛調査Gに定

期的に報告する。
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国画

納付誓約書

納入告知書番号第○○○○○○○○号

返納 ￥○○○，○○O=

上記の金額を分割納付計画書のとおり納付することを誓約いたします。

平成 年 月 日

歳入徴収官

厚生労働省年金局事業管理課長殿

雌
師

電話番号
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[麺
分割納付計画書

返 ¥O○○，○○○一

上記の金額を下記のとおり分割納付することを誓約いたします。

記
■■■■■■■■■■，

以下、毎月 日までに金 円納付します。

納付額については、平成 年 月から納付します。

なお、毎月の納付金額を増額したい場合、就職したこと等により収入が増え

た場合及び住所を変更する場合等、記載事項に異動があったときは、速やかに

日本年金機構本部へ連絡します。

また、 1年ごとに現在の生活状況の申し立てを文書にて行い、納付金額の見直

しを行います。
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分割回数 納付年月日 納付金額 備考

1回目 平成 年 月 日まで 円

2回目 平成 年 月 日まで 円

3回目 平成 年 月 日まで 円

4回目 平成 年 月 日まで 円

5回目 平成 年 月 日まで 円

61可目 平成 年 月 日まで 円

7回目 平成 年 月 日まで 円

8回目 平成 年 月 日まで 円

9回目 平成 年 月 ロまで 円

10回目 平成 年 月 日まで 円

11回目 平成 年 月 日まで 円

12回目 平成 年 月 日まで 円



収， ,及び』反 奇 一紙

（1）裁定取消の場合

裁定取消がなされた場合、すでに支給された年金の返還請求権の消滅時効は、不正

であることの事実認定がなされ、返還請求権を行使しうるに至った時、すなわち判該

裁定の取消がその効力を発生した時（裁定取消日の翌日）から進行する。

すなわち、請求行為そのものが不正であった場合には、不正受給した年金給付費全

額の返還を求めることができる。

①納入の告知

納入の告知は、不正受給した年金給付費の総額（元本）について一括して行う。

なお、納期限は納入告知書を発する'二lから20H以内の適当な日とする。

②納期限までに納付がなされた場合の民法の規定による遅延利息の納入の告知

債務者が上記①の納入告知書に記載された納期限までに元本の額を納付した場

合には、元本金額につき年5％の割合（民法の法定利率）で、不正受給した日の

翌日から納付があった日までの日数によって計算した遅延利息の納入の告知を行

う。

【遅延利息の徴収のイメージ】

元本納付

納入の告知一納期限
20日以内

不正受給不正受給
① ②

③納期限までに納付がなされなかった場合の督促等

納入告知書に記載された納期限までに納付がなされなかった場合には､納期限か

ら50日以内に厚年法第86条、国年法第96条による督促を行う。

この督促は、督促状を送付することにより行うものとし、督促状に記載する指定

期限は、督促状を発する日から10日以上経過した日とする。

④督促状の指定期限までに納付があった場合等の遅延利息の納入の告知

債務者が上記③の督促状に記載された指定期限までに元本の額を納付した場合

には、不正受給した支払期月の元本金額ごとに年5％の割合で、不正受給した日の

翌日から納付があった日までの日数によって計算した遅延利息の合計額について

納入の告知を行う。
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【遅延利息の徴収のイメージ】

元本納付
▼

ー弓 ▲ ▲ ▲ ▲

不正受給不正受給
① ②

督促状送付督促状
指定期限

納入の告知 納期限

20日以内

⑤督促状の指定期限までに納付がなされず､その後に納付がなされた場合の延滞金

等の納入の告知

債務者が｣二記③の督促状に記載された指定期限までに元本金額を納付しない場

合には、下記⑦により遅延利息の納入の告知を行う。

また、督促状の指定期限後に元本金額の納付がなされた場合には、下記④により

延滞金の納入の告知を行う。

⑦民法の規定による遅延利息 （下図ア）

不正受給した支払期月の元本金額ごとに年5％の割合で不正受給した日の翌

日から納期限までの日数によって計算した遅延利息の合計額について､督促状の

指定期限経過後に納入の告知を行う。

⑦厚年法、国年法の規定による延滞金 （下図イ）

不正受給した元本金額（総額）が納付された場合には、その元本金額につき、

年14．6%の割合（延滞金の利率のI羅減は受けない｡）で納期限の翌日から納付が

あった日の前日までの日数によって計算した延滞金について納入の告知を行う。

※民法の法定利率は、別段の意思表示がない場合に適用されることから、厚年

法等の延滞金の規定が適用される場合には、民法の法定利率は適用しない。

【遅延利息､延滞金の徴収のイメージ】

⑥督促状の指定期限を経過しても納付がなされない場合の対応

督促状の指定期限までに納付がなされない場合には、必要に応じて厚年法第86

条、国年法第96条による滞納処分を行う。なお、滞納処分を実施しようとすると

きには、地方厚生（支）局長に滞納処分の認可申請を行う。
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②の不正受給に対する遅延利息（5％）

①の不正受給に対する遅延利息（5％）



（2）死亡失権の場合

年金受給者が死亡したにもかかわらず、死亡届を提出せずに、年金給付費を不正受

給した場合の消滅時効は、不正受給の事実があった時（支払日）の翌日から進行する

ことから、厚年法又は国年法に基づく徴収金の時効（2年）が完成していない年金給

付費については、徴収金として納入の告知を行い、既に徴収金としての時効が完成し

た年金給付費については、不正利得の返納金として納入の告知を行う。

－返納金時効(5年）一一一一

＜－徴収金時効(2年）一

▲ ▲ ▲ ▲ ▲

不正受給不正受給不正受給不正受給不正受給
① ② ③ ④ ⑤

－－－－
不正利得の返納金として徴収 徴収金として徴収

▲

納入の告知

①徴収金の時効が完成していない年金給付費（上図不正受給③～⑤）

納入の告知は、不正受給した年金給付費の総額（元本）について一括して行う。

②徴収金の時効が完成した年金給付費（上図不正受給①～②）

⑦不正受給した年金給付費の納入の告知

納入の告知は、不正受給がなされた支払期月ごとに行う。また、納入告知書に記

載する納期限は、納入告知書を発する日から20日以内の適当な日とする。

なお、時効は会計法の規定により5年とする。

④遅延利息の納入の告知

債務者に対し上記⑦の納入告知書を送付し､元本の額の納付がなされた場合には、

不正受給した支払期月の元本金額ごとに年5％の割合で､不正受給した日の翌日か

ら納期限までの日数（納期限内に完納した場合は、不正受給した日の翌日から完納

までの日数）によって計算した遅延利息の合計額について納入の告知を行う。
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（3）不当利得と不正利得の相違点

主な相違点を比較すると次表のとおりとなる。

【不当利得と不正利得の返還金債権の性質に係る比較】
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不当利得返還請求権

(返納金）

不正利得返還請求権

(徴収金）

不正利得返還請求権

(返納金）

根拠

法令

○民法第703条

○債権管理法第13

条、 15条、 25条

○会計法第30条

○民法第404条､703条､704

条

○厚年法第40条の2，86条、

87条、 88条、 89条

○国年法第23条、 95条、96

条、 97条、 98条

○債権管理法第13条、 15条

○会計法第30条

○民法第404条､703条､704

条

○債権管理法第13条、 15条

○会計法第30条

利息
○なし（5年分に

ついて元本のみ）

①当初の消滅時効の起算

日から2年以内の債権に

ついては､徴収金債権とし

て納入告知する。
虹

②上記①については､元本

に加えて､消滅時効の起算

日から未納分に対して年

5％の遅延利息が課され

る ◎

③上記①が納付期限内に

納入されない場合には､指

定期限の翌日から未納分

に対して年14． 6％の延

滞金が課される。 （この場

合には､年5％の遅延利息

は課されない）

①当初の消滅時効の起算

日から5年以内の債権

(徴収金債権に該当す

る債権は除く）について

は、悪意の受益者に対す

る債権として納入告知

する 0

②上記①については､元本

に加えて､消滅時効の起算

日から未納分に対して年

5％の遅延利息が課され

る ◎

強制履行

の手段

○訴訟手続又は非訴

訟事件手続による履

行の請求をすること

を求める必要がある

○国税滞納処分の例によ

り、滞納処分を行うことに

より債権の取立てを行う

ことができる

○ 訴訟手続又は非訴訟事

件手続による履行の請求

をすることを求める必要

がある

履行延期

の特約

○認められる （最

長10年まで）

○原則として認められな

し、

○認められる（最長10年

まで）


